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※バス停にシャトルバスの臨時表記をしていますので、ご注意ください。
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　福岡県では、７月を「同和問題啓発強調

月間」と定め、県下一斉に部落差別をなくし、

一人一人の人権が大切にされる明るい社会を

築くために、県民挙げての啓発活動に取り組

んでいます。

　同和問題とは、日本固有の問題で、特定

の地域出身者や、特定の地域に住んでいる

ことを理由に、就職や結婚などで差別を

受けることです。

　この問題を解決するため、県や各市町村

では、積極的に啓発活動を実施してきました。

　しかし、すべての人の差別意識解消には

至っていません。高度情報化を背景に、イン

ターネットを使った悪質な差別事象などが

後を絶たないのが現状なのです。

　私たち一人一人が、この問題を正しく理

解し、自分自身の問題として積極的に考えるこ

とが大切です。

　この機会にみなさんも人権問題や同和問題

について考えてみましょう。

7月は 福 岡県同和問題啓発強調月間
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「福岡県同和教育基本方針」策定

「福岡県同和問題啓発強調月間」創設
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ふく おか  けん  じん  けん

ふく おか  けん  じん  けん きょういく けい  はつ き　ほん さく ていし　しん

どう　わ もん  だい

けん  みん　い　しき  ちょう さ じっ　し

「福岡県部落差別の解消の推進に
 関する条例」制定

ふく おか  けん　ぶ 　らく　 さ　べつ すい　しんかい しょう

かん じょうれい せい   てい
「福岡県部落差別事象の発生の

 防止に関する条例」制定

ふく おか  けん　ぶ　らく　 さ　べつ　じ  しょう

ぼう　し かん じょうれい せい  てい

はっ  せい

どう   わ 　 もん だい けい  はつきょうちょうげっ  かんふく おか けん そう せつ

ふく　おか　けん おも うご

昭和45年
1970 年

昭和 56 年
19 81年

平成７年
199 5 年

かい　ていねんねんへい　せい

だん  ち ゆめ

だん  ちゆめ

どうやまいりぐち はまぐち

どうやまいりぐちはまぐち

やま  が じ  えいたいまえ

あし  や まち やく  ば  まえ あし  や まちやく  ば  まえ

じ  えいたいまえ やま  が


